
令和８年４月１日※から貸出施設の使用料が変わります。

※ 令和８年４月１日以降に申請するものが対象です。

【お問い合わせ】

・公共施設の使用料の改定に関すること

あきる野市役所 企画政策課

TEL ０４２－５５８－１１１１（内線：２２１１）

・小宮ふるさと自然体験学校に関すること

あきる野市役所 環境政策課 環境の森推進係

TEL ０４２－５９５－１１２０（直通）

施設区分
使用料（１時間）

改定後 改定前

多目的ルーム１～３ ３５０円 ３００円

図書室 ４５０円 ４００円

音楽室 ４５０円 ４００円

工作室 ４５０円 ４００円

調理室 ４５０円 ４００円

校庭 ２２０円 ２００円

体育館 ３６０円 ３００円


